
１　総括 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

(2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。 
２　職員数は、１７年４月１日現在の人数である。 

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

6,452 

千円 

1,086 3,875,959 582,968 1,532,396 5,991,323 5,516 

人 千円 　　　　　千円 

（参考）類似団体平均 

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A 

千円 

一人当たり 

千円 

人　

95,794 52,013,110 

職員数

　　　　　　Ａ 

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 

１７年度 

高山市の給与・定員管理等について 

（参考） 

区　　分 

20.7 

１７年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 

歳 出 額

　　　　　　Ａ 

住民基本台帳人口

　　　　　（１７年度末） 

人 件 費 率 実 質 収 支 区　　分 人 件 費 

16年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％ 

20.1 

Ｂ／Ａ

　　　　　　％ 

2,626,005 10,778,817

　　　　　千円

　　　　　　Ｂ 

千円 

(H1３) 
101.4 (H1３) 

100.2 

(H1３) 
102.4 

(H１８) 
96.3 

(H1８) 
96.6 

(H１８) 
97.4 

90 

95 

100 

105 

高山市 類似団体平均 全国市平均 

（例） 
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況 
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１８年４月１日現在）

　　　　①一般行政職 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

歳 円 円 

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

歳 円 円 

歳 円 円 円

　　　　③消防職 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

（注）１　「平均給料月額」とは、１８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。 

47.8 348,468 336,757 

398,026 365,326 

（国ベース） 

平均給与月額 平均給与月額 

309,000 

平均給料月額 

305,200 

高山市 

う　ち　　用務員 

41.4 

46.3 310,100 

平均給与月額 

45.7 

291,800 

308,800 

325,800 

283,700 

283,300 

293,400 

う　ち　　学校給食員 

高山市 

平均給与月額 

376,500 

412,515 

330,200 

平 均 年 齢 平均給料月額 区　　分 

381,212 

378,417 

（国ベース） 

高山市 

岐阜県 

平均給与月額 

41.1 

328,477 

404,225 

国 40.4 

43.4 

区　　分 

345,483 

う　ち　　清　掃　員 

47.8 

305,500 

329,600 

357,977 

平均給与月額 

（国ベース） 

359,900 

378,861 

309,300 

292,100 

区　　分 平 均 年 齢 

41.0 類似団体 

岐阜県 50.5 

類似団体 

41.7 348,169 

― 

平 均 年 齢 

318,595 国 

331,691 

286,500 48.4 

367,077 

― 

類似団体 318,854 

36.4 323,400 280,300 

平均給料月額 

328,775 
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（2) 職員の初任給の状況（１８年４月１日現在） 

円 円 円 

円 円 円 

円 円 円 

円 円 円 

円 円 円 

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１８年４月１日現在） 

円 円 円 

円 円 円 

円 円 円 

円 円 円 

３　一般行政職の級別職員数等の状況 
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（１８年４月１日現在） 

（注）１　高山市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

11.90% 

５　　級

　　　　　75　　人

　　　　72　　　人 

主幹 

３　　級
　　　　110　　人 

課長、担当監、施設長 

11.90% 

28.30% 

２　　級 

区　　分 

技能労務職 

高　校　卒 

区　　　　分 経験年数１０年 

大　学　卒 235,200 

経験年数１５年 

中　学　卒 

技能労務職 

医　療　職 

328,200 

270,633 

― 

264,575 大　学　卒 

高　校　卒 

一般行政職 

205,100 

主査 

主事補 

245,700 

― 

高　校　卒 

中　学　卒 230,675 

標準的な職務内容 

１　　級 

主任 

主事 

４　　級

　　　　　75　　人

　　　　178　　人 

６　　級 

高　校　卒 

― 

国 岐　阜　県 高　山　市 区　　　　　分 

大　学　卒 170,200 一般行政職 

― ― 

176,800 170,200 

142,800 138,400 

経験年数２０年 

138,400 

140,300 

127,700 

―

― 

131,500 

７　　級 理事、部長、参事
　　　　　19　　人 3.00% 

構成比 

15.90% 

職員数

　　　　100　　人 

11.40% 

17.50% 

― 

303,900 

250,400 

264,050 
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　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）平成１８年に８級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　

　　統合）　　　　　

（2) 昇給期間短縮の状況

　

629

　　　   　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ 

短縮して昇給した職員数 

職 員 数

　　　　　　　　　人 普通昇給期間（１２～２４月）を 

短縮して昇給した職員数 

普通昇給期間（１２～２４月）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ 

全　職　種 

5.7 

比　　　　　　　　　　　率

　　　　　　　　　％ 

436

　　　　　比　　　　　　　　　　　率 

区　　　　　　　　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 

１７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　％ 

2.1 

１６年度

　　　　　　　　　人 

13

25

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ 

職 員 数 

１級 
7.0% 

１級 
9.6% 

１級 
15.9% 

２級 
13.1% 

２級 
13.4% 

２級 
11.4% 

３級 
11.1% 

３級 
15.8% 

３級 
17.5% 

４級 
7.3% 

４級 
15.2% 

４級 
28.3% 

５級 
40.1% 

５級 
19.4% 

５級 
11.9% 

６級 
8.9% ６級 

11.5% 

６級 
11.9% 

７級 
9.6% 

７級 
12.1% 

７級 
3.0% 

８級 
2.9% 

８級 
2.9% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

平成１８年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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４　職員の手当の状況 

（1) 期末手当・勤勉手当 

千円 千円 

（１７年度支給割合） （17年度支給割合） （17年度支給割合） 

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当 

月分 月分 月分 月分 月分 月分 

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　５％～２０％ 　・役職加算　５％～２０％ 　・役職加算　５％～２０％

　・管理加算　１５％．２５％ 　・管理加算　１５％．２５％ 

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

（2) 退職手当（１８年４月１日現在） 

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 

その他の加算措置 その他の加算措置 

定年前早期退職特別措置 定年前早期退職特別措置

　　（５％～２００％加算） 　　（２％～２０％加算） 

※勧奨退職特例措置 

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　） なし ） 

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１７年度に退職した職員に支給された平均額である。

　定員適正化を進め職員数の削減を図るために実 
施。 

0.75 

23.50 

33.50 

47.50 

30.55 

41.34 

59.28 

59.28 

3.00 3.00 1.45 1.45 

1.60 0.75 1.60 

59.28 

1,501 

59.28 

23.50 

高　　　山　　　市 岐　　　阜　　　県

　平成22年3月31日までに30歳以上の職員が勧奨を 
受けて退職した場合は、早期退職にかかる加算率を 
定年前1年につき、平成18年度末までの退職者は 
5/100、平成19年度から平成20年度末までの退職者 
は4/100、平成21年度末までの退職者は3/100とす 
るなどして、改正前退職手当として保障する。 

33.50 

30.55 

41.34 

59.28 

59.28 

5,867 

47.50 

1,830 

3.00 1.45 

1.60 0.75 

１人当たり平均支給額（１７年度） 

国 高　　　　　　　　　　　山　　　　　　　　　　　市 

国 

― １人当たり平均支給額（１７年度） 

24,930 
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(3) 地域手当 

（１８年４月１日現在） 

千円 

千円 

％ 人 ％ 

％ 人 ％ 

％ 人 ％ 

(２２年度の制度完成時） 

％ ％ 

％ ％ 

％ ％ 

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。 

(4) 特殊勤務手当（１８年４月１日現在） 

支給実績（１７年度決算） 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） 　円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１７年度） 　％ 

手当の種類（手当数） 

1 

4 

支給実績（１７年度決算） 

13 

1,642 

273,650 

1 

3 

国の制度（支給率） 

手当の名称 

消火、救急及び救助の業務に 
従事するために出動した消防 
本部又は消防署に勤務する職 
員 

月額　120,000円 

危険手当 月額  　1,000円 

〃 

医師手当 

〃 

〃 

月額　180,000円 

支給対象職員数

6 

1 

左記職員に対する支給単価 

15.0 

8 

18 

主な支給対象職員 

支給率 

東京都特別区 

１回        300円 

3 

神奈川県平塚市 

神奈川県平塚市 6 6 

長野県松本市 
岐阜県岐阜市 

3 

18 

22,584 

東京都特別区 

支給対象地域 

長野県松本市 
岐阜県岐阜市 

支給対象地域 

法令に基づく資格を有する職員のうち 
責任者として管理業務に従事する職員 

医師 

医師 

火葬場における火葬の業務に 
従事した場合 

高山市職員の給与に関する条例第５条 
第２項に定める職務の級が医師職３・４ 
級の職員 

特別加算 

医師 

125,466 

消防本部又は消防署に勤務する職務 

国の制度（支給率） 

13 

市長が別に定める額 

１回   　2,000円 不快手当 

〃 1回        250円 

月額 　60,000円 医師 

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 

出動手当 

行旅死亡人等の措置に従事した職員 

火葬場における火葬の業務に従事した 
職員 

高山市職員の給与に関する条例第５条 
第２項に定める職務の級が医師職１級 
の職員 

高山市職員の給与に関する条例第５条 
第２項に定める職務の級が医師職２級 
の職員 

4 

支給率 

主な支給対象業務 

電気主任技術者、高圧ガス保 
安技術者、廃棄物処理施設技 
術管理者等 

行旅死亡人等の措置に従事し 
た場合 
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(5) 時間外勤務手当 

千円 

千円 

千円 

千円 

（6) その他の手当（１８年４月１日現在） 

円

円

円

円

円

円

円

円 

・自動車利用者　2㎞以上（片 
道）　月額2,000円～24,500円 

勤務地を異にする異動に伴い 
単身赴任となった職員 
23,000円+加算額 

管理職手当 

同じ 

夜間勤務手当 

休日勤務手当 
休日等における正規の勤務時 
間中に勤務した場合 

正規の勤務時間として深夜に 
勤務した場合 
（支給額）×（深夜勤務時間 
数） 

同じ ― 16,127 

千円 ― 

千円 

― 

4,941 

宿日直手当 

管理職員特別勤務手当 

管理又は監督の地位にある職 
員　支給率8％～18％ 

宿日直を命ぜられた職員 
1回につき4,200円 
特定管理職員が臨時、緊急の 
必要により休日に勤務した場 
合　1回につき4,000円～ 
12,000円 

単身赴任手当 

月額12,000円を超える家賃を 
負担している職員を対象 
限度額27,000円 

・配偶者以外2人まで　月額 
6,000円 

― 

同じ 

・交通機関利用者　運賃相当 
額に応じ月額55,000円まで 

扶養手当 

通勤手当 

住居手当 

初任給調整手当 

・3人目以降　月額5000円 

採用による欠員の補充が困難 
である専門職（医師・歯科医師 
等）を対象 

手　当　名 

国の制度 

との異同 内容及び支給単価 

・配偶者　月額13,000円 

一部異なる 

同じ 

支給率 

異なる内容 

・16歳から22歳の子の加算　月 
額5,000円 

同じ 千円 

同じ 

同じ 

159 

支 給 実 績 （ 16 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ） 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 16 年 度 決 算 ） 

218,532 

同じ 

円 228,700 

（１７年度決算） 

190,830 

467 

支給実績 

― 33,217 3,690,800 千円 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ） 

181,000 千円 

円 

53,229 千円 

38,011 

円 

千円 

5,662 

（１７年度決算） 

― 

18,100 

千円 

千円 

599,800 千円 

100,800 

12,300 

―

― 

― 

―

― 

― 

76,770 

― 86,778 寒冷地手当 ・世帯主（扶養あり）　月額 
17,800円 

その他の職員　月額7,360円 

・世帯主（扶養なし）　月額 
10,200円 

基準日（11月～翌年3月までの 
初日）に支給地域に在勤する 
職員に世帯等の区分に応じて 
支給（高山市　4級地） 

74,200 同じ 

62,800 

国の制度と 

同じ ― 148,886 千円 
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５　特別職の報酬等の状況（１８年４月１日現在） 

円 円／ 円 

（ ― 円 ） 

円 円／ 円 

（ ― 円 ） 

円 円／ 円 

（ ― 円 ） 

円 円／ 円 

（ ― 円 ） 

円 円／ 円 

（ ― 円 ） 

円 円／ 円 

（ ― 円 ） 

月分 

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

給料月額×在職年×450/100 任期毎 

給料月額×在職年×280/100 任期毎 

給料月額×在職年×250/100 任期毎 

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。 
２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月） 

勤めた場合における退職手当の見込額である。 

550,800 

486,000 

620,000 

722,000 

217,700 

966,000

　　（１７年度支給割合） 

4.45 

市 区 町 村 長 

備　　　　考 

助 役 

4.45 

504,000 

429,000

　　（１７年度支給割合） 

330,000 

717,000 

報

酬 

給

料 

（参考）類似団体における最高／最低額 

619,500 

560,000 

退
職
手
当 収 入 役 

272,300 

17,388,000 

9,038,400 

7,170,000 

市 区 町 村 長 

助 役 

区 分 給 料 月 額 等 

456,000 

助 役 

1,007,000 

817,000 

議 長 

収 入 役 

807,000 

690,000 

収 入 役 

副 議 長 

議 員 

議 長 

期
末
手
当 

副 議 長 

議 員 

市 区 町 村 長 
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６　職員数の状況 

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由 
（各年４月１日現在） 

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人 

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人） 

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人 

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人） 

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人 

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。 

（2)年齢別職員構成の状況（１８年４月１日現在）

　

-2 

-6 

52歳 48歳 

人 人 人 

議会

　公
　営会
　企計
　業部
　等門 

その他 

病院 

49 
一
般
行
政
部
門 

税務 
労働 

商工 

衛生 

土木 
民生 

農林水産 

総務 
9 

97 

職 員 数 

-3 

2 
73 

50 

31 

合　　計 

小　計 

人 

13 

＜参考＞ 

13.36 

-70 1,007 

職員数 
157 1 

人 人 

-6 

40 

-13 

159 
-14 

-50 

161 

154 

100 

-8 

1,238 

100 
167 

78
38 

1,077 

37 

39 

39 

97 171 

31歳 

165 

121 

55歳 43歳 47歳 51歳 

人 人 

39歳 

人 人 

～
 

28歳 

～
 

40歳 

35歳 

32歳 36歳 

～
 

～
 

人 人 

～
 

～
 

～
 

～
 

56歳 60歳 

～
 

24歳 

区　分 

未満 

～
 

20歳 20歳 

23歳 27歳 

159 

92 

教育部門 

平成１７年 

普
通
会
計
部
門 

188 

2 

59歳 以上 

計 

主 な 増 減 理 由 

1,138 131 73 0 

8 
・合併に伴う業務の終了 

対前年 
増減数 

消防部門 

209

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成１８年 

145 

計 753 703 

人 

146 118 

[           ］ 

44歳 

110 

[    　1,280     ］ 

131 

-14 

-100 

-30 

10.51 

8.63 

33 
水道 46 
下水道 

32 

小　計 
＜参考＞ 

-1 
-21 

-8 

-1 
0 
-5 
2 

・指定管理者制度の導入による減員 

・業務実施体制の見直しによる減員 
・指定管理者制度の導入による減員 

7.34 

6.35 

＜参考＞ 

[     1,280      ］ 

35 

1,138 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

構成比 

５年前の構成 
比 

% 
（例） 

9



(3)定員管理の数値目標及び進捗状況 

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

人 人 人 ％ 

（参考）定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率） 

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

（各年４月１日現在） 

（注）１　計画期間は、１７年～２１年の５年間である。 
２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以
　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。 

1,250 850 32 400 

終　期 

平 成 17 年 4月 1日 平 成 22 年 4 月 1 日 400人・32％の純減 

数値目標 
始　期 

職員数 職員数 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 

計画期間 

90 

1,150 

増 減 100 

1,250

　　　２1年 

純減数 純減率

　　　　　　　　　区　　分 

部　　門 

１７年 　　　１９年 　　　２０年 

計画始期 １年目 2年目 

１８年 １７年～１８年 （参考） 

3年目 4年目 計 数値目標 

全部門 980 910 ― 1,060 職員数 850 

80 70 100（25％） 400（32％） 
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
　① 職員給与費の状況 
ア　決算 

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。 
２　職員数は、１７年３月３１日現在の人数である。 

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１８年４月１日現在） 

歳 円 円 

歳 円 円 

歳 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況 

ア　期末手当・勤勉手当 

千円　 千円　

（１７年度支給割合） （１７年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当 

月分 月分 月分 月分 

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　５％～２０％ 　・役職加算　５％～２０％

　・管理加算　１５％．２５％ 

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

3.00 1.45 

一人当たり 

0.75 

3.00 1.45

　　　　　千円 千円 千円 

職員数 

一人当たり給与費 

区　　分 

6,971 35 158,420 19,542 63,743 241,705 6,906 

17年度 千円　

千円 

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 

職員給与費比率 

％ 

1,236,825 253,053 241,375 19.5 19.6

　　　　千円 

16年度の総費用に占 

総費用に占める 

める職員給与費比率

　質収支 

Ａ Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 

平　均　年　齢 

事 業 者 

44.8 

1.60 

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 

― 

団 体 平 均 

高　　　　山　　　　市 

１人当たり平均支給額（１７年度） 

水道事業　（団体平均） 

１人当たり平均支給額（１７年度） 

― 

575,488 

平均月収額 

千円　 ％ 

高 山 市 41.9

　　　　　　区　　分 

区　　分 総費用 純損益又は実 

17年度 人 千円 千円 

393,166 

基本給 

1,707 1,788 

376,947 577,214

　　計　　Ｂ 

1.6 0.75 
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イ　退職手当（１８年４月１日現在） 

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 

その他の加算措置 その他の加算措置 

定年前早期退職特別措置 　　（２％～２０％加算）

　　（５％～２００％加算） 

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし ） 

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１７年度に退職した職員に支給された平均額である。 

ウ　地域手当 

（１８年４月１日現在） 

千円

円 

％ 人 ％ 

エ　特殊勤務手当（１８年４月１日現在） 

千円

　円

　％ 

オ　時間外勤務手当 

千円 

千円 

千円 

千円 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

47.50 

59.28 

30.55 

41.34 

59.28 

59.28 

23.50 

33.50 

23.50 

33.50 

高　　　山　　　市 水道事業　（団体平均） 

30.55 

41.34 

16,069 

47.50 

59.28 

59.28 

59.28 

左記職員に対する支給単価 

104 

危険手当 
法令に基づく資格を有する職員の 
うち責任者として業務を管理する職 
員 

酸素欠乏危険作業 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ） 

円 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 

― 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 

支給実績（１７年度決算） 

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） 

5,566 

― 

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 

支給実績（１７年度決算） 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 16 年 度 決 算 ） 185 

支 給 実 績 （ 16 年 度 決 算 ） 

― 

― ― ― 

12 

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ） 3,649 

手当の種類（手当数） 1 

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 2.8 

月額　1,000 

一般行政職の制度（支給率） 

―

― 

12,000 
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カ　その他の手当（１８年４月１日現在） 

円

円

円 

④定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

人 人 人 ％ 

（参考）定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率） 

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

→6(3)②を参照 

手　当　名 内容及び支給単価 

173,500 

（17年度決算） 
一般行政職 
の制度との 
異同 

一般行政職 
の制度と異 
なる内容 

支給実績 

千円 

・配偶者　月額13,000円 

同じ 

663,000 

千円 65,750 

同じ ― 347 千円 

同じ ― 1,989 

円 

管理職手当 
管理又は監督の地位にある職 
員　支給率8％～18％ 

同じ ― 2,104 通勤手当 

・自動車利用者　2㎞以上（片 
道）　月額2,000円～24,500円 

・交通機関利用者　運賃相当 
額に応じ月額55,000円まで 

職員数 

239,642 円 

平均支給年額 

（17年度決算） 

支給職員１人当たり 

― 6,710 千円 

月額12,000円を超える家賃を 
負担している職員を対象 
限度額27,000円 

計画期間 

数　値　目　標 
始　期 終　期 

46 30 16 

平成22年4月1日 

職員数 

・配偶者以外2人まで　月額 
6,000円 

・3人目以降　月額5000円 

・16歳から22歳の子の加算　月 
額5,000円 

純減率 純減数 平成17年4月1日 

142,111 夜間勤務手当 

平 成 17 年 4月 1日 平 成 22 年 4 月 1 日 30人　34.8％の純減 

扶養手当 

1,279 千円 

住居手当 

34.8 

正規の勤務時間として深夜に 
勤務した場合 
（支給額）×（深夜勤務時間 
数） 

同じ ― 

寒冷地手当 

基準日（11月～翌年3月までの 
初日）に支給地域に在勤する 
職員に世帯等の区分に応じて 
支給（高山市　4級地） 

同じ ― ・世帯主（扶養あり）　月額 
17,800円 

・世帯主（扶養なし）　月額 
10,200円 

その他の職員　月額7,360円 

3,326 千円 92,388 円 
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